
都道府県医師会担当理事殿

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

今般、標記の件について、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長ならびに雇

用均等・児童家庭局母子保健課長の連名により、地方公共団体宛に通知がなされ、本会

に対しても周知方依頼がありました。

本件は、母乳をインターネット上で販売している実態があるとの報道がなされ、イン

ターネット等で販売される母乳は提供した母親の既往歴や搾乳方法、保管方法等の衛生

管理の状況が不明であり、病原体や医薬品等の化学物質が母乳中に存在していた場合、

乳幼児が摂取すれば健康を害するおそれがあることから、妊産婦や乳幼児の養育者に対

して注意喚起がなされました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区

医師会、関係医療機関等への周知方につきまして、ご高配のほどよろしくぉ願い申し上

げます。

インターネット等で販売される母乳に関する注意喚起の依頼について
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(参考)母乳を通じて感染する可能性がある病原体の例

・ H IV 化卜免疫不全ウイルス)

・ HTLV-1 (ヒトT細胞白血病ウイルス 1型)



都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長

母子保健主管部(局)長

今般、母乳をインターネット上で売買している実態があるとの報道がありました。

既往歴や搾乳方法、保管方法等の衛生管理の状況が不明な第三者の母乳を乳幼児が摂取

することは、病原体や医薬品等の化学物質等が母乳中に存在していた場合、これらに暴露

するりスクや衛生面でのりスクがあります。

各自治体におかれましては、妊産婦訪問、新生児訪問、乳幼児健康診査等の保健指導の

機会等や広報誌等の媒体を積極的に利用し、妊産婦や乳幼児の養育者に対して、こうした

リスクについて広く注意喚起方お願いします。

なお、貴管内において、母乳を販売している事業者を把握した際は、事業実態を確認の

上、必要な指導を行うようぉ願いします。

インターネット等で販売される母乳に関する注意喚起の依頼について
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(参考)母乳を通じて感染する可能性がある病原体の例

・ H IV (ヒト免疫不全ウイルス)

化卜T細胞白血病ウイルス1型)・HTLV-1

殿
殿


